
(765)

一

は

じ

め

に

筆
者
が
、
丹
治
先
生
と
初
め
て
お
会
い
し
た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
四
月
、
神
戸
学
院
大
学
大
学
院
（
実
務
法
学
研
究
科
）
に
着
任

し
た
と
き
で
あ
る
。
何
と
い
う
パ
ワ
フ
ル
な
先
生
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
第
一
印
象
で
、
そ
れ
か
ら
先
生
が
退
職
さ
れ
る
ま
で
の

一
年
間
、
そ
の
印
象
は
続
き
、
お
そ
ら
く
退
職
後
の
現
在
も
パ
ワ
フ
ル
に
弁
護
士
活
動
を
続
け
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
思
う
。
当
時
一

般
大
学
教
員
に
は
、
丹
治
先
生
（
弁
護
士
）
を
初
め
と
す
る
実
務
家
の
先
生
方
か
ら
現
場
の
話
を
う
か
が
う
機
会
が
あ
っ
た
。
全
く

も
っ
て
様
々
な
相
談
者
が
お
り
、
例
え
ば
、
不
祥
事
ら
し
き
こ
と
を
起
こ
し
た
と
し
て
、
客
観
的
に
み
れ
ば
そ
れ
は
た
い
し
た
こ
と

は
な
い
の
に
本
人
は
強
い
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
反
対
に
、
と
ん
で
も
な
い
違
法
行
為
を
し
て
お
き
な

が
ら
責
任
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
た
り
、
あ
る
い
は
、
自
分
の
こ
と
は
全
く
省
み
ず
相
手
の
悪
口
を
ま
く
し
立
て
る
者
が
い

た
り
、
弁
護
士
は
と
き
に
身
の
危
険
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
対
象
と
し
た
薬
剤
師
に
対
す
る
行
政

処
分
の
事
例
等
は
そ
の
頃
知
っ
た
も
の
で
、
な
か
に
は
、
国
家
試
験
に
合
格
し
就
職
先
も
決
ま
っ
て
い
る
の
に
交
通
事
故
を
起
こ
し
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て
し
ま
っ
た
、
相
手
方
被
害
者
に
は
重
い
処
罰
を
求
め
な
い
よ
う
話
を
つ
け
た
が
裁
判
に
は
な
る
、
い
っ
た
い
自
分
の
資
格
は
ど
う

な
る
の
だ
ろ
う
、
相
談
し
た
弁
護
士
は
全
く
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
と
怒
っ
て
い
る
学
生
が
い
る
ら
し
い
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。

(

�)
相
談
を
受
け
た
弁
護
士
は
丹
治
先
生
の
よ
う
な
ベ
テ
ラ
ン
で
は
な
く
新
人
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
別
の
専
門
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

(
�)
筆
者
が
昨
年
本
誌
四
〇
巻
三
＝
四
号
・
乙
部
哲
郎
教
授
等
退
職
記
念
論
集
で
紹
介
し
た
薬
剤
師
に
対
す
る
行
政
処
分
の

事
例
等
は
、
一
面
で
乙
部
博
士
の
研
究
分
野
と
関
連
が
あ
り
、
か
つ
、
右
の
よ
う
な
実
務
家
へ
の
資
料
提
供
的
な
面
も
あ
っ
た
。
本

稿
で
は
、
右
論
文
（
本
誌
四
〇
巻
三
＝
四
号
一
九
九
頁
）
に
お
い
て
紹
介
し
た
事
例
一
二
を
再
び
参
照
し
な
が
ら
、
薬
剤
師
に
対
す

る
行
政
処
分
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
し
よ
う
と
思
う
。

二

問
題
の
所
在

事
例
一
二
は
、
薬
剤
師
が
業
務
停
止
処
分
（
六
カ
月
）
を
受
け
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
薬
剤
師
は
、
処
方
せ
ん
に
従
っ
て
リ
ズ
ミ
ッ

ク
錠
を
処
方
す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、
誤
っ
て
グ
リ
ミ
ク
ロ
ン
錠
（
血
糖
降
下
剤
＝
劇
薬
）
を
調
剤
し

(

�)

、
そ
れ
を
服
用
し
た
患
者
が
、

低
血
糖
性
昏
睡
に
陥
り
、
救
急
車
で
搬
送
さ
れ
一
年
後
に
死
亡
し
た
。
薬
剤
師
は
、
業
務
上
過
失
傷
害
罪
で
罰
金
五
〇
万
円
の
略
式

命
令
を
受
け
た
（
調
剤
事
故
と
患
者
の
死
亡
の
因
果
関
係
は
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
は
問
わ
れ
な
か
っ

た)

。
こ
の
薬
剤
師
は
、
い
わ
ゆ
る
一
人
薬
剤
師
（
薬
局
に
一
人
で
勤
務
す
る
薬
剤
師
）
で
、
そ
れ
ま
で
過
去
二
回
に
わ
た
り
県
か

ら
血
糖
降
下
剤
を
他
の
薬
剤
と
は
別
に
保
管
す
る
よ
う
指
導
を
受
け
て
い
な
が
ら
保
管
方
法
を
改
善
し
て
お
ら
ず
、

(

�)

ま
た
、
リ
ズ
ミ
ッ

ク
錠
は
シ
ー
ト
か
ら
取
り
出
し
て
し
ま
う
と
グ
リ
ミ
ク
ロ
ン
錠
と
見
分
け
が
つ
き
に
く
い
と
こ
ろ
、
薬
剤
調
製
の
際
に
確
認
を
せ
ず
、

鑑
査
の

(

�)

際
に
も
空
の
シ
ー
ト
と
の
照
合
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。

こ
の
事
案
は
、
時
系
列
的
に
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
処
分
原
因
で
あ
る
調
剤
事
故
（
誤
っ
て
劇
薬
を
調
剤
）
が
あ
っ
た
の
は
、
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平
成
一
七
年
八
月
一
三
日
で
、
誤
っ
た
薬
を
服
用
し
た
患
者
は
、
同
月
二
三
日
か
ら
二
四
日
に
か
け
て
昏
睡
状
態
に
陥
り
、
近
隣
市

内
の
病
院
に
搬
送
さ
れ
、
約
一
年
後
の
平
成
一
八
年
九
月
に
死
亡
し
た
。
薬
剤
師
は
、
平
成
一
九
年
四
月
に
業
務
上
過
失
傷
害
罪
で

罰
金
五
〇
万
円
の
略
式
命
令
を

(

�)

受
け
、
行
政
処
分
（
業
務
停
止
六
カ
月
）
を
受
け
た
の
は
、
事
故
か
ら
約
四
年
半
後
の
平
成
二
一
年

一
二
月
で
あ
る
。

薬
剤
師
法
八
条
二
項
は
、「
薬
剤
師
が
、[

罰
金
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
る
な
ど]

第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は
薬
剤

師
と
し
て
の
品
位
を
損
す
る
よ
う
な
行
為
の
あ
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①

戒
告
、
②
三
年
以
内
の
業
務
停
止
、
③
免
許
の
取
消
し
」
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
薬
剤
師
に
処
分
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
、

処
分
を
行
な
う
か
ど
う
か
、
行
な
う
と
し
て
い
つ
行
な
う
か
ど
の
種
の
処
分
を
選
択
す
る
か
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
裁
量
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
処
分
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
免
許
取
消
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
意
見
の

聴
取
手
続
（
八
条
六
項
）
を
、
業
務
停
止
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
弁
明
の
聴
取
手
続
（
八
条
一
二
項
）
を
経
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
医
道
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
条
五
項)

。
行
政
手
続
（
不

利
益
処
分
）
の
発
想
は
、
石
橋
を
叩
い
て
渡
れ
、
転
ば
ぬ
先
の
杖
、
急
が
ば
回
れ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
処
分
を
す
る
前
に

手
続
を
は
さ
み
、
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
て
安
全
性
（
個
人
の
権
利
保
護
）
を
優
先
さ
せ
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
他
方

で
、
時
間
の
観
点
か
ら
、
従
前
よ
り
、
処
分
原
因
と
な
り
う
る
行
為
を
し
た
こ
と
で
行
政
処
分
を
課
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
判

断
し
た
薬
剤
師
が
、
行
政
処
分
を
課
せ
ら
れ
る
か
否
か
が
決
定
す
る
ま
で
の
間
に
免
許
を
自
主
的
に
返
上
し
た
場
合
、
当
該
者
は
薬

剤
師
免
許
を
有
し
な
い
者
と
な
る
た
め
、
薬
剤
師
法
に
基
づ
く
行
政
処
分
を
回
避
で
き
る
こ
と
に
な
る
（
薬
剤
師
で
な
い
者
に
、
薬

剤
師
に
対
す
る
処
分
は
で
き
な
い
）
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

右
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
筆
者
は
さ
き
に
、
そ
こ
に
は
免
許
の
自
主
返
上
の
問
題
や
行
政
処
分
を
行
な
う
時
期
の
問
題
が
あ
る
こ
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と
を
紹
介
し
た
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三

行
政
処
分
逃
れ
の
た
め
の
免
許
の
自
主
的
返
上

薬
剤
師
が
、
処
分
原
因
と
な
り
う
る
行
為
を

(

�)

し
た
あ
と
、
実
際
に
行
政
処
分
を
受
け
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
当
該
免
許
を

(

�)

自
主
的

に
返
上
し
た
場
合
（
つ
ま
り
、
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
し
、
登
録
消
除
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合)

、
そ
の
薬
剤
師
は
薬

剤
師
と
し
て
の
身
分
を
失
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
行
政
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
、「
本
来
、
行
政
処
分
は
、
当
該
薬
剤
師
が
自
分
の
犯
し
た
行
為
が
、
薬
剤
師
法
の
規
定
に
照
ら
し
行
政
処
分
の
対
象
と
な
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
反
省
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
者
が
行
政
処
分
を
受
け
な
い
状
態
は
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
考

え
」

(

�)

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
し
か
る
べ
き
行
政
処
分
を
行
な
う
た
め
に
当
該
薬
剤
師
に
つ
い
て
は
身
分
を
失
な
わ
せ
な
い
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

薬
剤
師
法
一
〇
条
は
、
免
許
（
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
）
の
消
除
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
政
令
（
施
行
令
）
で
定
め
る
と
規
定
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
同
条
に
基
づ
い
て
薬
剤
師
法
施
行
令
が
、
登
録
の
消
除
に
つ
き
、
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
に

は
、
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
（
施
行
令
六
条
一
項)

、

お
よ
び
、
登
録
の
消
除
の
制
限
と
し
て
、
当
該
薬
剤
師
に
対
し
薬
剤
師
法
八
条
二
項
の
規
定
に

(

�)

よ
る
免
許
取
消
処
分
を
す
る
た
め
意

見
の
聴
取
手
続
の
通
知
が
な
さ
れ
た
後
に
、
当
該
薬
剤
師
か
ら
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
の
消
除
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
そ
の
処
分
に
関
す
る
手
続
が
完
了
す
る
ま
で
は
、
当
該
薬
剤
師
に
係
る
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
を
消
除
し
な
い
こ
と
が
で

き
る
旨
（
施
行
令
七
条
）
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
行
政
処
分
手
続
に
付
さ
れ
た
薬
剤
師
に
つ
き
、
同
手
続
が
完
了
す
る

ま
で
登
録
の
消
除
（
免
許
返
上
）
の
申
請
に
対
す
る
諾
否
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
剤
師
の
行
政
処
分
逃
れ
を
防
止
し
、
行
政
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処
分
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
規
定
の
文
言
は
「
消
除
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
で
あ
る
が
、
解
説

書
に
よ
れ
ば
、
施
行
令
七
条
は
、
行
政
処
分
を
回
避
す
る
目
的
で
免
許
を
自
主
的
に
返
上
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

の
規
定
で
あ
っ
て
、
通
知
が
な
さ
れ
た
あ
と
登
録
の
消
除
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
手
続
が
完
了
す
る
ま

で
は
「
消
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

右
施
行
令
の
規
定
に
よ
り
、
処
分
手
続
が
開
始
（
通
知
）
さ
れ
た
後

に
つ
い
て
は
、
行
政
処
分
逃
れ
の
登
録
消
除
に
対
す
る
手
続
上
の
制
約
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
処
分
原
因
の
発
生
後
、
処
分
手
続
が
開
始
（
通
知
）
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
手
続
上
の
制
約

は
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
処
分
手
続
の
通
知
前
に
申
請
が
な
さ
れ
れ
ば
、
登
録
消
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
（
ち
な
み
に
、
施

行
令
三
条
・
様
式
第
一
号
に
よ
り
、
薬
剤
師
本
人
が
行
な
う
登
録
の
消
除
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、

(

�)

薬
剤
師
名
簿
登
録
消
除
申
請
書

に
、
①
登
録
の
年
月
日
、
②
薬
剤
師
名
簿
登
録
番
号
、
③
消
除
申
請
の
理
由
、
を
記
入
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
不
利
益
処
分

を
回
避
し
よ
う
と
す
る
薬
剤
師
が
そ
れ
と
わ
か
る
理
由
を
記
入
す
る
は
ず
は
な
い)

、
こ
こ
に
は
、
右
免
許
自
主
返
上
の
問
題
は
な

お
残
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
人
の
申
請
に
基
づ
く
登
録
消
除
処
分
が
、
当
該
薬
剤
師
に
と
っ
て
、
機
能
的
に
、
受
益
処
分
か
侵

益
処
分
か
と
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
免
許
取
消
し
等
の
不
利
益
処
分
回
避
と
い
う
動
機
を
も
つ
薬
剤
師
に
と
っ
て
は
、

薬
剤
師
と
し
て
処
分
を
受
け
て
薬
剤
師
名
簿
に
処
分
の
履
歴
を
記
載
さ
れ
、
一
般
国
民
に
対
し
て
も
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
そ
の
事
実
を
公
表
さ
れ
る
と

(

�)

い
う
事
態
を
回
避
し
た
上
で
再
免
許
申
請
の
途
を
残
す
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
受
益
的
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

(

�)

そ
し
て
、
受
益
的
処
分
が
職
権
取
消
し
の

(

�)

制
限
を
受
け
る
理
由
は
、
一
般
に
、
受
益
者
の
信
頼
保
護
の
必
要
性
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
的
保
護
に
値
す
る
信
頼
が
受
益
者
で
あ
る
当
該
薬
剤
師
に
存
在
す
る
と
き
に
は
職
権
取
消
し
は
許
さ
れ
な

い
が
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
職
権
取
消
し
も
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

法
が
（
処
分
手
続
開
始
後

に
つ
い
て
施
行
令
七
条
を
も
っ
て
）
否
定
し
て
い
る
行
政
処
分
逃
れ
の
た
め
の
免
許
自
主
返
上
に
よ
る
登
録
消
除
処
分
に
つ
い
て
は
、
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（
手
続
開
始
前
に
お
い
て
も
）
当
該
薬
剤
師
に
法
的
保
護
に
値
す
る
信
頼
が
存
在
す
る
と
は
い
え
ず
、
職
権
取
消
し
も
可
能
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
登
録
消
除
処
分
が
、
厚
生
労
働
大
臣
の
職
権
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
る
と
、
免
許
（
薬
剤
師
名
簿
へ
の
登
録
）
は
旧

に
復
し
、
つ
ま
り
、
当
該
薬
剤
師
は
薬
剤
師
と
し
て
の
身
分
を
失
な
っ
て
い
な
い
こ
と
と
な
り
、
厚
生
労
働
大
臣
は
免
許
取
消
し
等

の
処
分
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
、
職
権
取
消
し
は
例
外
的
な
場
合

に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)
四

遅
す
ぎ
る
あ
る
い
は
拙
速
す
ぎ
る
処
分

処
分
が
遅
す
ぎ
る
か
拙
速
に
す
ぎ
る
か
に
関
連
し
て
、
薬
剤
師
で
は
な
く
公
務
員
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
事
例

が
あ
る
。
昭
和
四
九
年
、
川
崎
市
の
市
職
員
（
港
湾
局
管
理
部
長
）
が
、
時
価
八
万
円
相
当
の
ガ
ス
ラ
イ
タ
ー
と
二
〇
万
円
相
当
の

デ
パ
ー
ト
ギ
フ
ト
券
を
収
賄
（
非
違
行
為
）
し
た
と
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
逮
捕
後
四
日
目
に
市
長
が
、
他
に
余
罪
が
な
い
も
の
と

判
断
し
て
懲
戒
免
職
処
分
で
な
く
分
限
免
職
処
分
を

(

�)

し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
当
該
市
職
員
が
他
に
三
〇
〇
万
円
の
金
員

を
収
賄
し
て
い
た
と
の
事
実
が
判
明
し
た
。

こ
の
事
案
に
つ
き
、
第
一
審
（
横
浜
地
判
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
九
日
・
判
時
八
七
七
号
三
頁
）

(

�)

は
、
分
限
免
職
処
分
を
、
著
し

く
尚
早
と
い
う
べ
き
時
期
・
段
階
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ひ
い
て
は
本
来
処
分
の
基
礎
と
し
て
考
慮
す
べ
き
事
実
を

考
慮
す
る
こ
と
な
く
処
分
を
な
す
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
裁
量
権
の
行
使
を
誤
っ
た
違
法
な
も
の
と
判
断
し
た
が
、
最

高
裁
（
最
判
昭
和
六
〇
年
九
月
一
二
日
・
判
時
一
一
七
一
号
六
二
頁
）

(
�)

は
、「
時
機
尚
早
の
処
分
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
疑
い
を
い

れ
る
余
地
が
な
い
と
は
い
え
ず
、
そ
の
当
不
当
が
問
題
と
な
り
得
よ
う
が
、
本
件
分
限
免
職
処
分
の
段
階
で
そ
の
後
に
お
け
る
事
態

の
進
展
を
予
測
す
る
こ
と
に
は
相
当
の
不
確
実
性
が
伴
う
ば
か
り
で
な
く
、
分
限
処
分
の
発
令
時
期
に
つ
い
て
も
任
命
権
者
が
裁
量
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権
を
有
し
て
お
り
、
不
適
格
な
職
員
を
早
期
に
公
務
か
ら
排
除
し
て
公
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
と
い
う
要
請
に
も
こ
た
え
る

必
要
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
発
令
時
期
の
面
か
ら
本
件
分
限
免
職
処
分
が
違
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
し
て
、

処
分
の
時
期
に
関
し
て
任
命
権
者
の
裁
量
を
認
め
た
上
で
、
分
限
免
職
処
分
を
適
法
と
し
て
い
る
（
第
一
審
横
浜
地
裁
は
裁
量
の
限

界
を
超
え
違
法
と
し
、
最
高
裁
は
裁
量
の
限
界
を
超
え
て
い
な
い
か
ら
違
法
で
な
い
と
し
て
い
る)

。

乙
部
博
士
は
、
類
似
の
別
事
件

平
成
八
年
、
厚
生
大
臣
が
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
建
設
補
助
金
の
配
分
な
ど
に
関
し
て
便

宜
を
図
っ
た
疑
惑
の
あ
る
事
務
次
官
に
つ
い
て
退
職
願
い
を
受
理
し
、
依
願
退
職
処
分
を
行
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
当
該
事
務
次
官

が
現
金
六
〇
〇
〇
万
円
等
の
収
賄
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た

に
つ
い
て
、「
厚
生
大
臣
は
、
直
ち
に
辞
表
を
受
理
す
る
こ
と
な
く
、

汚
職
等
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
し
た
う
え
で
懲
戒
処
分
ま
た
は
分
限
処
分
の
で
き
る
余
地
を
残
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ

た
。
事
実
関
係
の
解
明
が
長
引
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
き
は
、
官
房
付
な
ど
に
配
置
換
え
に
し
て
当
該
職
務
の
担
当
か
ら
外
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
…
…
厚
生
大
臣
は
、
必
要
な
調
査
を
し
な
い
で
拙
速
的
に
収
賄
事
実
は
な
い
も
の
と
誤
認
し
て
辞
表
を
受
理

し
て
お
り
、
依
願
退
職
処
分
は
裁
量
の
限
界
を
超
え
て
違
法
の
疑
い
を
免
れ
な
い
。｣

「
実
務
の
上
で
は
、
起
訴
段
階
で
分
限
休
職
処

分
を
し
て
職
務
か
ら
排
除
し
て
お
き
、
有
罪
判
決
の
確
定
を
待
っ
て
懲
戒
処
分
ま
た
は
分
限
処
分
を
お
こ
な
う
の
が
通
例
で
あ
る
と

い
う
」
と
さ
れ
る
。

(

�)

こ
の
事
件
で
、
捜
査
機
関
・
裁
判
所
に
よ
る
収
賄
の
有
無
の
究
明
・
確
定
に
ど
の
く
ら
い
の
時
間
を
要
し
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
判
決
の
確
定
を
待
つ
間
、
行
政
処
分
に
つ
い
て
は
、
留
保
・
宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
に
な
る
。

こ
の
点
、
薬
剤
師
に
関
す
る
先
出
事
例
一
二
の
場
合
の
よ
う
に
判
決
が
確
定
す
る
ま
で
に
長
い
時
間
が
か
か
り
、
配
置
換
え
先
も

な
い
と
き
に
は
、
ど
う
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
（
薬
剤
師
も
国
民
の
健
康
な
生
活
を
確
保
す
る
と
い
う
任
務
を
負
う
と
い
う
点
で
は
、

公
務
員
と
同
様
、
公
益
を
担
う
職
業
で
あ
る)

。
と
こ
ろ
で
、
裁
量
処
分
と
い
え
ど
も
、
裁
量
権
の
逸
脱
濫
用
が
あ
れ
ば
、
違
法
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
裁
量
処
分
の
限
界
を
画
す
る
法
理
と
し
て
平
等
原
則
や
比
例
原
則
が
あ
る
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
い
る
。
薬
剤
師
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法
八
条
二
項
の
処
分
事
由
で
あ
る
「
罰
金
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
た
者｣

（
五
条
三
号
）
に
つ
い
て
は
、
刑
事
事
件
に
関
す
る
処
分
が

明
ら
か
に
な
る
ま
で
非
常
に
長
い
時
間
が
か
か
り
、
薬
剤
師
は
行
政
処
分
に
つ
い
て
長
く
宙
ぶ
ら
り
ん
の
不
安
定
な
状
態
に
置
か
れ

る
一
方
で
、「
薬
剤
師
と
し
て
の
品
位
を
損
す
る
よ
う
な
行
為
の
あ
っ
た
と
き
」
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
比
較
的
短
い
時
間
で
行
政
処

分
が
な
さ
れ
得
よ
う
。

(

�)

事
例
一
二
の
薬
剤
師
は
調
剤
過
誤
を
争
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
事
実
の
究
明
を
捜
査
機
関
や
裁
判

所
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
四
年
半
と
い
う
あ
ま
り
に
長
い
期
間
を
宙
ぶ
ら
り
ん
状
態
に

す
る
こ
と
な
し
に
、
つ
ま
り
、
必
ず
し
も
刑
事
処
分
が
明
ら
か
に
な
る
ま
で
待
つ
こ
と
な
し
に
、
よ
り
早
い
段
階
で
、「
品
位
を
損

す
る
よ
う
な
行
為
の
あ
っ
た
と
き
」
要
件
（
平
成
一
八
年
の
薬
剤
師
法
改
正
で
新
設
さ
れ
た
要
件
）
に
よ
り
行
政
処
分
を
行
な
う
こ

と
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
薬
剤
師
法
は
、｢

罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者｣

（
五
条
三
号
）
を
欠
格
事
由
の
一
つ
と
し

て
掲
げ
る
一
方
で
、
薬
剤
師
が
こ
れ
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
厚
生
労
働
大
臣
は
行
政
処
分
を
す
る
こ
と
が
「
で
き
る｣

（
八

条
二
項
）
と
定
め
、
刑
事
手
続
の
宣
告
刑
を
基
準
と
し
つ
つ
も
、
更
に
行
政
裁
量
を
認
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
行
政
処
分
と
刑
事

処
分
の
間
に
は
、
量
刑
の
問
題
（
後
に
な
さ
れ
る
行
政
処
分
を
考
慮
し
て
裁
判
官
が
量
刑
を
配
慮
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
）
も

あ
る
。

(

�)

な
お
、
一
度
有
効
に
な
さ
れ
た
処
分
を
取
り
消
し
て
薬
剤
師
に
と
っ
て
よ
り
不
利
益
な
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
は
問
題
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
判
昭
和
四
三
年
一
一
月
七
日
は
、「
処
分
の
取
消
に
よ
っ
て
生
ず
る
不
利
益
と
、
取
消
を

し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
る
処
分
に
基
づ
き
す
で
に
生
じ
た
効
果
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
の
不
利
益
と
を
比
較
考
量
し
、
し

か
も
該
処
分
を
放
置
す
る
こ
と
が
公
共
の
福
祉
の
要
請
に
照
ら
し
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
こ
れ
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
い
る
（
民
集
二
二
巻
一
二
号
二
四
二
一
頁)

(

�)

。
逆
に
、
処
分
に
重
大
か
つ
明
白
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
、

例
え
ば
、
処
分
事
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
処
分
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
処
分
が
取
り
消
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

処
分
は
無
効
な
い
し
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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五

お

わ

り

に

は
じ
め
に
紹
介
し
た
交
通
事
故
を
起
こ
し
た
薬
剤
師
が

(

�)

そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
り
、
ベ
テ
ラ
ン
弁
護
士
で
あ
る
丹

治
先
生
に
尋
ね
た
わ
け
で
も
な
い
が
、
薬
剤
師
の
交
通
事
犯
に
つ
い
て
は
、「
薬
剤
師
の
行
政
処
分
に
関
す
る
考
え
方
（
平
成
一
九

年
七
月
三
一
日)
」(
厚
生
労
働
省
・
薬
剤
師
の
行
政
処
分
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
）
に
よ
れ
ば
、
基
本
的
に
次
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
る
。「
自
動
車
等
に
よ
る
業
務
上
過
失
致
死
（
致
傷
）
等
に
つ
い
て
は
、
薬
剤
師
に
限
ら
ず
不
慮
に
起
こ
し
う
る
行
為
で

あ
り
、
又
、
薬
剤
師
と
し
て
の
業
務
と
直
接
の
関
連
性
は
な
く
、
そ
の
品
位
を
損
す
る
程
度
も
低
い
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
戒
告

処
分
と
す
る
。
た
だ
し
、
救
護
活
動
を
怠
っ
た
ひ
き
逃
げ
等
の
悪
質
な
事
案
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
司
法
処
分
の
量
刑
な
ど
を

参
考
に
決
定
す
る
が
、
国
民
の
健
康
な
生
活
を
確
保
す
る
任
務
を
負
う
べ
き
薬
剤
師
と
し
て
の
倫
理
が
欠
け
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る

場
合
に
は
、
重
め
の
処
分
と
す
る｣

。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
、
薬
剤
師
で
は
な
い
が
、
全
く
反
省
し
て
い
な
い
歯
科
医
師
の
事
案
に

つ
い
て
、
裁
判
所
は
、「
医
師
及
び
歯
科
医
師
に
対
す
る
行
政
処
分
の
考
え
方
に
つ
い
て
（
平
成
一
四
年
一
二
月
一
三
日)

」(

医
道

審
議
会
・
医
道
分
科
会
）
の
拘
束
力
に
つ
い
て
、「
一
定
の
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
こ
れ
が
絶
対
的
な
基
準

と
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
（
東
京
地
判
平
成
一
八
年
七
月
一
三
日)

、
右
「
薬
剤
師
の
行
政
処
分
に
関
す
る
考
え
方
」

に
つ
い
て
も
、
同
じ
論
理
が
用
い
ら
れ
よ
う
。
実
際
の
薬
剤
師
交
通
事
犯
と
し
て
は
、
医
道
審
議
会
の
答
申
を
経
て
、
平
成
二
一
年

に
、
酒
気
帯
び
運
転
で
自
動
車
を
運
転
し
他
車
両
を
巻
き
込
み
、
事
故
を
起
こ
し
て
女
性
を
死
亡
さ
せ
、
男
性
二
人
に
重
傷
を
負
わ

せ
、
道
路
交
通
法
違
反
・
業
務
上
過
失
致
死
傷
で
懲
役
三
年
八
カ
月
の
実
刑
判
決
が
確
定
し
て
い
た
薬
剤
師
が
、
業
務
停
止
処
分

（
三
年
）
を
受
け
て
お
り
、
平
成
二
二
年
に
は
、
自
動
車
運
転
過
失
傷
害
で
禁
固
一
年
六
月
執
行
猶
予
三
年
が
確
定
し
て
い
た
薬
剤

師
が
、
戒
告
処
分
を
受
け
て
い
る
。
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(

�)

第
四
一
回
医
事
法
学
会
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
七
日
）
で
は
、
医
療
の
担
い
手
へ
の
医
事
法
教
育
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
の
セ
ッ

シ
ョ
ン
が
あ
り
、
医
療
現
場
に
非
倫
理
的
な
医
師
が
出
て
き
て
困
る
の
で
大
学
で
は
専
門
科
目
以
外
に
倫
理
教
育
も
必
要
だ
と
の
発
言
や
、

理
想
は
よ
い
が
各
大
学
に
と
っ
て
大
学
評
価
に
関
わ
る
国
家
試
験
は
大
切
で
あ
り
現
実
上
そ
の
よ
う
な
余
裕
は
な
い
と
の
発
言
等
が
あ
っ

た
。

(

�)

ベ
テ
ラ
ン
弁
護
士
で
も
あ
る
山
村
恒
年
博
士
か
ら
、
薬
剤
師
に
対
す
る
行
政
処
分
は
、
弁
護
士
法
の
懲
戒
処
分
―
懲
戒
の
種
類
（
五

七
条
―
戒
告
、
二
年
以
内
の
業
務
の
停
止
、
退
会
命
令
、
除
名)

、
事
業
の
審
査
（
五
八
条
、
七
一
条
の
六)

、
懲
戒
に
付
さ
れ
た
弁
護
士

の
登
録
換
・
登
録
取
消
請
求
の
制
限
（
六
二
条
）
な
ど
―
と
随
分
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
（
二
〇
一
一
年

八
月
一
九
日)

。

(

�)

調
剤
の
概
念
は
、
狭
義
で
は
、
薬
剤
を
「
量
り
、
分
か
ち
、
混
ぜ
る
」
と
い
っ
た
「
薬
剤
の
調
製
」
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
が
、
今

日
で
は
、
か
な
り
広
く
解
さ
れ
、
最
広
義
に
は
、
薬
剤
の
管
理
、
処
方
監
査
、
薬
剤
の
調
製
、
服
薬
指
導
、
薬
剤
の
交
付
、
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
も
含
ま
れ
る
と
い
う
（
平
林
勝
政
「
チ
ー
ム
医
療
の
推
進
と
薬
剤
師
の
業
務
」
年
報
医
事
法
学
二
五
号
六
頁)

。

(

�)

調
剤
事
故
（
誤
っ
て
劇
薬
を
調
剤
）
が
発
生
し
た
の
は
平
成
一
七
年
。
平
成
一
二
年
と
平
成
一
五
年
の
立
入
検
査
時
に
、
劇
薬
と
他

の
医
薬
品
を
一
緒
に
貯
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
不
適
切
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
抗
が
ん
剤
と
血
糖
降
下
剤
は
、
調
剤
ミ
ス
に
よ
る
患
者
へ
の

重
篤
な
健
康
被
害
が
予
測
さ
れ
る
薬
剤
で
あ
る
（
日
経
ド
ラ
ッ
グ
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
平
成
一
九
年
一
〇
月
号
三
〇
頁)

。

(

�)

処
方
鑑
査
と
は
医
師
の
発
行
し
た
処
方
せ
ん
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
薬
剤
の
用
量
、
用
法
、
相
互
作
用
な
ど
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。

処
方
監
査
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
処
方
せ
ん
中
に
疑
わ
し
い
点
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
処
方
せ
ん
を
交
付
し
た
医
師
等
に
「
疑

義
照
会
す
る
義
務
」
が
薬
剤
師
に
課
さ
れ
て
い
る
（
薬
剤
師
法
二
四
条
、
前
掲
注(

�)

・
平
林
勝
政)

。

(

�)

被
疑
者
が
略
式
命
令
に
異
議
が
な
い
場
合
、
簡
易
裁
判
所
は
、
公
判
前
に
略
式
命
令
で
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料
を
科

す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
と
き
は
「
判
決
」
と
は
い
わ
ず
「
略
式
命
令｣

と
い
う
（
刑
事
訴
訟
法
四
六
一
条)

。「
判
決
」
は
口
頭
弁
論
を
経

た
場
合
に
使
わ
れ
る
（
同
四
三
条)

。
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(

�)

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
違
反
、
薬
事
法
違
反
、
交
通
事
犯
、
猥
褻
行
為
、
調
剤
過
誤
、
税
法
違
反
、
調
剤
報
酬
の
不
正
請
求
、

殺
人
・
傷
害
、
医
師
法
そ
の
他
身
分
法
違
反
、
贈
収
賄
、
詐
欺
・
窃
盗
、
文
書
偽
造
な
ど
。

(
�)
薬
剤
師
免
許
は
、
国
家
試
験
に
合
格
し
た
者
の
申
請
に
よ
り
、
薬
剤
師
名
簿
に
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
（
薬
剤
師
法

七
条)
。
登
録
が
薬
剤
師
免
許
の
効
力
の
発
生
要
件
で
あ
り
、
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
れ
ば
、
現
実
に
免
許
証
を
所
持
し
て
い
な
く
て
も
、

業
務
を
適
法
に
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

厚
生
労
働
省
「
薬
剤
師
の
行
政
処
分
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会｣

（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
）
第
四
回
検
討
会
議
事
録
。

(

�)

前
出
。
薬
剤
師
法
八
条
二
項
は
、「
薬
剤
師
が
、[

罰
金
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
る
な
ど]

第
五
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
又
は

薬
剤
師
と
し
て
の
品
位
を
損
す
る
よ
う
な
行
為
の
あ
っ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①

戒
告
、
②
三
年
以
内
の
業
務
停
止
、
③
免
許
の
取
消
し
」
と
規
定
し
て
い
る
。

(

�)

青
柳
健
太
郎
ほ
か
著
『
薬
事
法
・
薬
剤
師
法
・
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
解
説
〔
第
二
一
版]

』
六
三
七
頁
。
厚
生
労
働
省
「
薬
剤
師

の
行
政
処
分
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
第
四
回
検
討
会
議
事
録
に
は
、「
行
政
処
分
に
係
る
手
続
が
開
始
さ
れ
た
時
点
で
、
免
許
の

自
主
的
な
返
納
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
、
当
該
手
続
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
、
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
を
抹
消
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

戸
籍
法
に
よ
る
届
出
義
務
者
が
行
な
う
登
録
の
消
除
申
請
手
続
に
つ
い
て
は
、
薬
剤
師
法
施
行
令
六
条
二
項
が
、
薬
剤
師
が
死
亡
し

ま
た
は
失
踪
の
宣
告
を
受
け
た
と
き
は
、
三
〇
日
以
内
に
、
薬
剤
師
名
簿
の
登
録
の
消
除
を
申
請
す
る
と
と
も
に
、
免
許
証
を
厚
生
労
働

大
臣
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

(

�)

平
成
一
八
年
に
薬
剤
師
法
が
改
正
さ
れ
、
国
民
に
よ
る
薬
剤
師
の
資
格
の
確
認
及
び
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
に
資
す
る
よ
う
、

薬
剤
師
の
氏
名
等
（
行
政
処
分
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
処
分
期
間
満
了
な
い
し
再
教
育
期
間
満
了
ま
で
）
を
公
表
す
る
こ
と
と
な
り
、

平
成
二
〇
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
薬
剤
師
資
格
確
認
検
索
画
面(

h
ttp

://y
ak

u
zaish

i.m
h

lw
.g

o
.

jp
/se

arch
/in

d
e

x
.jsp)

。
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(

�)

不
利
益
処
分
回
避
の
手
法
に
関
し
て
は
、
別
件
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
平
成
一
八
年
八
月
に
福
岡
市
の
職
員
が
飲
酒
運
転
事
故
を
起

こ
し
三
児
を
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
大
き
く
報
道
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
同
職
員
は
飲
酒
検
知
前
に
水
を
飲
む
な
ど
飲
酒
運
転
の
隠
蔽
工

作
を
試
み
て
い
た
。

(

�)
取
消
し
に
は
、
行
政
庁
が
取
り
消
す
職
権
に
よ
る
取
消
し
の
場
合
と
、
私
人
の
不
服
申
立
て
に
よ
る
争
訟
に
よ
る
取
消
し
の
場
合
が

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
該
薬
剤
師
が
登
録
消
除
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

(

�)

乙
部
博
士
は
、
個
別
事
案
に
お
い
て
、
受
益
的
行
政
行
為
の
適
法
性
ま
た
は
存
続
へ
の
信
頼
が
取
消
し
を
求
め
る
公
益
と
比
較
考
量

し
て
勝
る
と
い
う
場
合
に
の
み
、
信
頼
は
法
的
保
護
に
値
す
る
と
さ
れ
る
（
乙
部
哲
郎
『
行
政
行
為
の
取
消
と
撤
回
』
三
三
二
頁)

。

(

�)

登
録
消
除
の
申
請
の
制
限
は
薬
剤
師
の
権
利
に
つ
い
て
の
制
限
で
あ
り
、
意
見
の
聴
取
手
続
の
通
知
前
に
つ
い
て
は
手
続
上
の
制
約

に
関
す
る
明
文
規
定
も
な
い
。

(

�)

分
限
免
職
処
分
の
場
合
は
退
職
手
当
お
よ
び
退
職
年
金
の
取
扱
上
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
の
に
対
し
、
懲
戒
免
職
処
分
の
場

合
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
不
利
益
を
被
り
、
ま
た
懲
戒
免
職
処
分
の
日
か
ら
二
年
間
は
当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
と
な
る
こ
と
が
で
き

な
い
（
地
方
公
務
員
法
一
六
条
三
項)

。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
小
高
剛
「
川
崎
市
役
所
分
限
免
職
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
六
号
四
二
頁
等
が
あ
る
。

(

�)

評
釈
と
し
て
、
泉
徳
治
「
収
賄
罪
で
逮
捕
さ
れ
た
市
職
員
を
懲
戒
処
分
で
な
く
分
限
免
職
処
分
に
し
て
退
職
手
当
を
支
給
し
た
こ
と

が
地
方
自
治
法
二
四
二
条
一
項
に
い
う
違
法
な
公
金
の
支
出
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
五
二
号
一
三
四
頁
、
金
子

芳
雄
「
収
賄
罪
逮
捕
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
支
給
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
八
六
二
号
三
七
頁
等
が
あ
る
。

(

�)

乙
部
哲
郎

『

行
政
行
為
の
取
消
と
撤
回』

三
二
六
頁
。

(

	)

た
だ
し
、「
薬
剤
師
に
対
す
る
行
政
処
分
の
考
え
方｣

（
検
討
会
）
に
よ
れ
ば
、「
品
位
を
損
な
う
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
類
型
は
、

脱
税
、
収
賄
罪
、
詐
欺
な
ど
で
あ
り
、
医
療
過
誤
・
調
剤
過
誤
や
破
廉
恥
罪
で
あ
る
猥
せ
つ
行
為
に
つ
い
て
は
、
薬
剤
師
の
品
位
を
損
な

う
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

神戸学院法学 第41巻第 3･4 号

100



(777)

(

�)

参
照
、
恩
地
紀
代
子
「
薬
剤
師
に
対
す
る
行
政
処
分｣

（
神
戸
学
院
法
学
四
〇
巻
三
�四
号
一
八
一
／
二
三
七
頁)

。

(
�)

評
釈
と
し
て
、
村
上
義
弘
「
職
権
に
よ
る
取
消
し
（
三
）
農
地
の
買
収
計
画
・
売
渡
計
画
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
号
一
九
二
頁
等
が

あ
る
。

(

�)
ち
な
み
に
、「
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
」
は
、
免
許
（
薬
剤
師
名
簿
へ
の
登
録
）
申
請
の
却
下
の
対
象
と
な
る
相
対
的
欠

格
事
由
（
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
）
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
五
条)

。
大
阪
府
健
康
医
療
部
薬
務
課
総
務
・
企
画

グ
ル
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
免
許
申
請
後
、
薬
剤
師
免
許
証
が
出
来
上
が
る
ま
で
に
は
約
三
カ
月
程
度
か
か
り
、
国
家
試
験
合
否
発
表
直
後
は

申
請
が
集
中
す
る
た
め
半
年
か
か
る
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
登
録
済
証
明
書
の
交
付
で
あ
れ
ば
約
一
カ
月
で
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

（
大
阪
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。h

ttp
://w

w
w

.p
re

f.o
sak

a.jp
/y

ak
u

m
u

/y
ak

u
m

e
n

/situ
m

o
n
.h

tm
l.

平
成
二
二
年
一
二
月
四
日
閲
覧)

。
な
お
、

薬
学
部
の
学
生
は
通
常
、
在
学
中
に
就
職
活
動
を
行
な
い
就
職
先
を
決
め
、
学
内
試
験
に
よ
り
卒
業
を
決
め
て
か
ら
、
国
家
試
験
（
今
年

度
は
三
月
三
・
四
日
）
を
受
験
し
、
卒
業
式
に
出
席
し
た
あ
と
、
三
月
下
旬
に
国
家
試
験
の
合
否
発
表
が
あ
り
、
合
格
す
れ
ば
免
許
申
請

手
続
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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